
  

審  査  決  定  報  告  書  

新ごみ処理施設整備等調査特別委員会   

令和３年第４回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました議案第

１２４号の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規則第１０１条の

規定に基づき報告します。  

 本案については，１２月１６日に委員会を開催し，慎重に審査を行いました。

その結果は，下記のとおりであります。  

 以下，審査の概要を申し上げますと，  

１  議案第１２４号  指定管理者の指定について（水戸市下入野健康増進セン

ター）  

 本案は，下入野健康増進センターについて，令和４年４月１日から令和８年

３月３１日までの４年間，指定管理者の指定を行うものであり，施設の年間利

用者数の見込みや管理運営に係る職員の体制等について，種々質疑応答を重ね

た後，採決の結果，全会一致をもって，原案を可決すべきものと決定いたしま

した。  

記  

議案第１２４号  

 原案を認める。  

 

 上記のとおり報告する。  

 

   令和３年１２月２１日  

 

  水戸市議会議長   須  田  浩  和  様  

 

新ごみ処理施設整備等調査特別委員会    

委員長   福  島  辰  三    


